
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
異なる日時で撮影された同一地点の航空写真や衛星写真の画像の差分情報を抽出して解析
する画像情報解析装置において、
前記異なる日時で撮影された同一地点の航空写真や衛星写真の撮影日時の古い画像の

を抽出する陰影部分抽出手段と、
前記陰影部分抽出手段により抽出された

を用いて古い の
の高度情報を抽出する高度情報抽出手段と、

前記高度情報抽出手段により抽出された高度情報

算出する陰影情報 手段と、

の差分情報を抽出する差分情報抽出手段と
、
前記差分情報抽出手段により抽出された差分 出力する抽出結果出力手段とを備えた
ことを特徴とする画像情報解析装置。
【請求項２】
異なる日時で撮影された同一地点の航空写真や衛星写真の画像の差分情報を

10

20

JP 3589271 B2 2004.11.17

陰影
情報ａ

陰影情報ａと前記古い画像の撮影時の太陽高度角
と太陽方位角 画像上 前記陰影情報ａで示される陰影部分を発生させた建物
等の地表物

と新しく撮影した画像の撮影時の太陽高
度角と太陽方位角から前記新しく撮影した画像に発生するものと予測される陰影情報ｂを

算出
前記陰影部分抽出手段によって抽出された前記古い画像の陰影情報ａで示される陰影部分
と前記陰影情報算出手段によって算出された陰影情報ｂで示される陰影部分の和の部分を
除いた前記古い画像と前記新しく撮影した画像

情報を

画像情報解析



抽出して解析する

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、画像データを解析して目的に応じた情報を抽出、表示する画像情報解析装置及
び画像情報解析 に関し、特に、航空写真や衛星写真による画像を解析して利用する画
像情報解析装置及び画像情報解析 に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、衛星や航空写真の利用が広まってきており、特に、地図の作成、保守における広大
な領域を効率的に探査するのに利用されている。
【０００３】
この地図の作成、保守における航空写真や衛星写真の利用としては、主に、航空写真のス
テレオ視による高度情報の取得や写真利用による土地の状況変化の把握やより広域の植生
、土地利用状況の把握などがある。
【０００４】
このような技術として、従来では、例えば、特開平３－１６７６７８号公報 (ステレオ画
像データから３次元数値データを求める方法 )に開示されているように、人工衛星又は航
空機等から 画像を元にして三次元数値データを求めるために左右両画像中の対応
点を求める手法がある。この手法では、左右の画像それぞれで特徴点を見つけて自動的に
対応付けすることで高度情報の取得を行っている。なお、この特徴点の中で自動的に対応
付けできなかったものに対しては人手による対話的な対応付けを行っている。
【０００５】
また、特開平８－６３６８３号公報には、テレビカメラからの画像を監視装置に利用する
ために画像間の差分を取る装置が開示されている。この装置では１台のテレビカメラで撮
影している画像で監視を行うために単純に時系列の画像間で差分情報を取得するのではな
く、各画像 微分画像を作成して微分画像間で差分処理を行うことで監視対象場所
の日照の変化等の影響の除去を実現している。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、特開平８－６３６８３号公報や特開平３－１６７６７８号公報に開示されている
画像の利用方式では、比較を行う画像はほぼ同一時刻に撮影されたもの対象としているた
め、数ヶ月から数年の期間で撮影された撮影日時が異なる画像を比較する土地の利用状況
の変動の把握にはそのまま適用できない。
【０００７】
これは、雲などの気象条件による画像コントラストに差異が発生したり、色温度の差とと
もに撮影時の太陽位置の違いによる建物などの陰影に差異が発生したり、各画像の撮影条
件の差異が問題となるからである。この中で画像コントラストや色温度については、各画
像の階調の平均値や分散を調整することで画像間の補正を実現することができるが、画像
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装置によって 画像情報解析方法において、
前記画像情報解析装置が、
　前記異なる日時で撮影された同一地点の航空写真や衛星写真の撮影日時の古い画像の陰
影情報ａを抽出する第１のステップと、該第１のステップで抽出された陰影情報ａと前記
古い画像の撮影時の太陽高度角と太陽方位角を用いて古い画像上の前記陰影情報ａで示さ
れる陰影部分を発生させた建物等の地表物の高度情報を抽出する第２のステップと、該第
２のステップで抽出された高度情報と新しく撮影した画像の撮影時の太陽高度角と太陽方
位角から前記新しく撮影した画像に発生するものと予測される陰影情報ｂを算出する第３
のステップと、該第１のステップで抽出された前記古い画像の陰影情報ａで示される陰影
部分と前記第３のステップで算出された陰影情報ｂで示される陰影部分の和の部分を除い
た前記古い画像と前記新しく撮影した画像の差分情報を抽出する第４のステップと、該第
４のステップで抽出された差分情報を出力する第５のステップとを備えたことを特徴とす
る画像情報解析方法

方法
方法

得られた

データの



中に写り込んでいる陰影は階調補正だけでは処理することはできない。
【０００８】
このため、特開平３－１６７６７８号公報の技術を土地利用状況の変化把握に利用する場
合には、自動的に抽出される画像中の特徴箇所が陰影の差異により大きく異なり自動的な
対応付けを行うことができない。
【０００９】
また、特開平８－６３６８３号公報の監視方式では、画像の微分処理を行う時点で、陰影
を考慮せずにそのまま土地の利用状況等の把握を行った場合には、真の土地や建物の変化
よりも単なる陰影の太陽条件の変化が多く取られ土地状況の変化を見分けることができな
くなってしまう。
【００１０】
このように、従来技術では、撮影時の太陽位置の違いによる建物などの陰影を考慮しない
で画像の差分を取って状況変化の把握を行うと充分な精度を得られないという問題点があ
った。
【００１１】
本発明の目的は、異なる日時で撮影された同一地点の航空写真や衛星写真等の画像の差分
抽出を高精度で行うことが可能な技術を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のと
おりである。
【００１３】
異なる日時で撮影された同一地点の航空写真や衛星写真の撮影日時の古い画像の

を抽出する陰影部分抽出手段と、前記陰影部分抽出手段により抽出された
を用いて古い
高度情報を抽出する高度情報抽出手段と

、前記高度情報抽出手段により抽出された高度情報

を算出する陰影情報 手段と、

分情
報を抽出する差分情報抽出手段と、前記差分情報抽出手段により抽出された差分 出
力する抽出結果出力手段とを備える。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１５】
図１は、本発明の実施形態にかかる画像情報解析装置の構成を説明するためのブロック図
である。なお、本実施形態では画像情報解析として、土地の利用状況などを把握するため
に異なる日時に撮影された同一地点の画像の差分解析を取り挙げる。
【００１６】
本実施形態の画像情報解析装置は、図１に示すように、衛星画像や航空写真などの画像情
報が格納されている画像情報記録部１００と、その画像情報記録部１００に格納されてい
る複数の画像間での差分解析を行うために画像の階調の補正を行う画像階調補正部１０２
と、画像情報記録部１００に記録されている画像情報の陰影部分を抽出する陰影部分抽出
部１０１と、画像情報記録部１００に記録されている画像情報の高度情報の抽出を行う高
度情報抽出部１０６と、その高度情報抽出部１０６で抽出された各画像の高度情報が記録
される高度情報記録部１０７と、高度情報記録部１０７に記録された画像の各地点の高度
情報と解析対象の画像の撮影時の太陽位置の情報から画像中に発生する陰影情報を算出し
て陰影情報記録部１０９に記録する陰影情報算出部１０８と、画像階調補正部１０２によ
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陰影情報
ａ 陰影情報ａと
前記古い画像の撮影時の太陽高度角と太陽方位角 画像上の前記陰影情報ａで
示される陰影部分を発生させた建物等の地表物の

と新しく撮影した画像の撮影時の太陽
高度角と太陽方位角から前記新しく撮影した画像に発生するものと予測される陰影情報ｂ

算出 前記陰影部分抽出手段によって抽出された前記古い画像
の陰影情報ａで示される陰影部分と前記陰影情報算出手段によって算出された陰影情報ｂ
で示される陰影部分の和の部分を除いた前記古い画像と前記新しく撮影した画像の差

情報を



り階調補正の行われた撮影日時の異なる二枚の画像の各画素の差分値の算出を行い差分情
報記録部１０４に格納する差分情報抽出部１０３と、入力装置１１１からの入力に従い、
画像情報記録部１００と差分情報記録部１０４に格納されている画像情報を表示装置１１
２に表示する表示制御部１０５とからなる。
【００１７】
次に、上述した画像情報解析装置における処理について説明する。
【００１８】
図２は、本実施形態の画像情報解析装置の処理を説明するためのフローチャートである。
【００１９】
本実施形態の画像情報解析装置は、図２に示すように、まず、差分解析の対象となる異な
る日時に撮影された同一地点の画像の中で撮影日時の古いものを原画像、撮影日時の新し
い画像を新画像とすると、陰影部分抽出部１０１により原画像の陰影部分を抽出する陰影
部分抽出処理（ステップ２０１）を行い、この原画像から抽出された陰影情報を利用して
高度情報抽出部１０６により原画像の各ポイントの高度情報を算出する高度情報抽出処理
（ステップ２０２）を行い、この原画像の高度情報から、陰影情報算出部１０８により新
画像撮影時に発生する陰影情報を算出する陰影情報算出処理（ステップ２０３）を行い、
次に、差分情報抽出部１０３により新画像と原画像の各ポイントの差分情報を抽出する差
分情報抽出処理（ステップ２０４）を行い、表示制御部１０５によりこの差分情報を表示
装置１１２に表示する抽出結果表示処理（ステップ２０５）を行う。
【００２０】
次に、上述した各ステップ２０１～２０５について図面を用いて詳細に説明する。
【００２１】
図３は、上述した陰影部分抽出処理（ステップ２０１）を説明するためのフローチャート
である。
【００２２】
この陰影部分抽出処理（ステップ２０１）は、原画像の中の陰影部分の点をユーザが指定
することで、原画像中の各点が陰影の中の点か、陰影に含まれていないかのマーク付けを
行う処理である。
【００２３】
図３に示すように、まず、ユーザは陰影点の基準となる閾値を決定するために陰影点の可
能性の高い原画像上の点を複数個、陰影点として指定し、指定された点から陰影の抽出を
行い（ステップ３０１）、抽出された陰影の濃淡度を測定し（ステップ３０２）、測定さ
れた結果から最も濃淡度が明るい点と、最も暗い点の範囲を基準の閾値とする（ステップ
３０３）。
【００２４】
その後、ユーザは陰影点の入力を行うか否かを指定し（ステップ３０４）、陰影点の入力
がある場合には、ユーザはその点を入力装置１１１を用いて原画像上の陰影点を一点指定
する（ステップ３０５）。
【００２５】
次に、入力された点に隣接する点で、入力点の画素の値と一定の閾値差に収まる点も陰影
点としてマーク付けし、このマーク付けを入力点から始め、次にその周辺点に順次拡張し
、元の入力点から連結で画素の値が一定の閾値の差に収まる点を全て陰影点としてマーク
付けする（ステップ３０６）。
【００２６】
次に、陰影のマーク付けの状態を表示装置１１１上に表示し（ステップ３０７）、この表
示結果により、ステップ３０４に戻り、ユーザは再度、陰影点を更に入力するか否かを指
定する。
【００２７】
もし、ステップ３０４でユーザが指定点の入力を終了した場合は、原画像中に陰影点の設
定が多すぎた場合の削除処理を行う。つまり、ユーザは入力ミス（陰影点の削除）の有無
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を指定し、もし、削除点の入力が無い場合には処理を終了する（ステップ３０８）。
【００２８】
ステップ３０８で入力ミスが指定された場合には、削除する陰影点の位置を入力装置１１
１により入力する（ステップ３０９）。
【００２９】
次に、指定された原画像中の一点の周囲の画素に対してステップ３０７の陰影部拡張処理
で行ったのと同じ処理を行い、指定された非陰影部を拡張する。つまり、指定された非陰
影点に隣接する画素で、画素値が指定された点の画素値と一定の閾値差に収まる点も非陰
影点としてマーク付けする。このマーク付けを入力点から始め、次にその隣接画素、更に
隣接画素の中で新たに非陰影点としてマーク付けされた点に対しては更にその隣接画素の
画素値が元の指定された画素の画素値と一定の閾値内に納まるか調べ、閾値内に納まる場
合にはその点も更に非陰影点とする。この処理を順次繰り返すことで指定された非陰影点
から連結で画素の値の差が一定範囲内に納まる点を全て非陰影点としてマーク付けする（
ステップ３１０）。
【００３０】
そして、マーク付け後の状況を表示装置１１２に表示し、ステップ３０８に戻り陰影点を
行うため再度陰影点除去の有無の入力を行う（ステップ３１１）。
【００３１】
図４は、ステップ３１１における原画像の表示例を示した図である。この図４では、マー
ク付けされた陰影点を斜線部分で示し、非陰影部分はそのまま示してある。
【００３２】
図５は、原画像に陰影抽出処理（ステップ２０１）でマーク付けされた陰影部分を元に画
像中の各点の高度情報を抽出する高度情報抽出処理（ステップ２０２）を説明するための
フローチャートである。
【００３３】
高度情報抽出処理は、図５に示すように、まず、変数θ１に画像撮影時の撮影地点での太
陽方位角を設定し（ステップ４０１）、変数θ２には同じく撮影時の撮影地点での太陽高
度角を設定する（ステップ４０２）。
【００３４】
次に、原画像の全画素に対して、陰影部分から推定される各点の高度情報の設定を行うた
め、まず、変数Ｉに１を設定する。（ステップ４０３）
次に、変数Ｉの値が原画像の横幅を越えている場合には処理を終了し（ステップ４０４）
、画像を全て処理していない場合には、変数Ｊに１を設定する（ステップ４０５）。
【００３５】
その後、変数Ｊの値が画像の高さを越えていないかチェックし（ステップ４０６）、変数
Ｊの値が画像の高さを越えていた場合には、ステップ４１３に進んで変数Ｉに１を加え、
再度、変数Ｊの値を１に戻してステップ４０５の再度処理を行う。
【００３６】
変数Ｊの値が画像の高さよりも小さければ、ステップ４０６の画像中の横位置がＩ，縦位
置がＪの画像中の画素（今後、点（Ｉ，Ｊ）と略記する）に対して以下の処理を行う。
【００３７】
まず、点（Ｉ，Ｊ）がステップ２０１の陰影抽出処理でマーク付けを行った陰影点か否か
を判定し（ステップ４０７）、点（Ｉ，Ｊ）が陰影部に含まれていない場合には、ステッ
プ４１２の変数Ｊに１を加えて次の点の処理に移り、点（Ｉ，Ｊ）が陰影部に含まれてい
た場合に以下の処理を行う。
【００３８】
まず、例えば、図６に示すように、点（Ｉ，Ｊ）から太陽方向（θ１方向）で最初に現れ
る非陰影点画素までの画素数を変数Ｌ１に格納し（ステップ４０８）、点（Ｉ，Ｊ）から
反太陽方向（－θ１方向）に最初に現れる非陰影点画素までの画素数を変数Ｌ２に格納す
る（ステップ４０９）。
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【００３９】
その後、変数Ｈに（Ｌ１＋Ｌ２）・ｔａｎθ２の値を格納し（ステップ４１１）、この値
を陰影から推測した高度情報として利用する（図６の例では、建物２の高度となる）。
【００４０】
ここで得た高度情報を、点（Ｉ，Ｊ）から太陽方向（θ１方向）に最初に現れる非陰影点
から次に現れる陰影点までの点の高度情報として変数Ｈの値を設定する（ステップ４１１
）。
【００４１】
次に、変数Ｊの値に１を加えて、ステップ４０６の画素の処理に移る（ステップ４１２）
。
【００４２】
図７は、陰影情報算出処理（ステップ２０３）を説明するためのフローチャートである。
【００４３】
陰影情報算出処理（ステップ２０３）は、先の高度情報抽出処理（ステップ２０２）によ
り抽出した原画像の高度情報と、新画像撮影時の太陽方位及び太陽高度とを元に陰影の状
況を算出する処理であり、図７に示すように、まず、変数θ１に新画像撮影時の太陽方位
角を設定し（ステップ５０１）、変数θ２に新画像撮影時の太陽高度角を設定する（ステ
ップ５０２）。
【００４４】
次に、画像の全画素に対して、その高度情報から画像中に発生する陰影を算出するために
、まず、変数Ｉに値１を設定し（ステップ５０３）、変数Ｉの値が画像の横幅を超えてい
ないかチェックし、変数Ｉの値が画像の横幅を超えていた場合には、すべての画素に対す
る処理が終わったと見なして処理を終える（ステップ５０４）。
【００４５】
変数Ｉの値が画像の横幅を超えていない場合には、変数Ｊに値１を設定する（ステップ５
０５）。
【００４６】
次に、この変数Ｊの値が画像の高さよりも大きければ、縦方向の一列の画素に対する処理
が終わったものとしてステップ５１２に進み、変数Ｉの値に１を加えて次の画素列の処理
に移る。
【００４７】
変数Ｊの値が画像の高さよりも小さい場合には、画像中の点（Ｉ，Ｊ）により生じる陰影
の算出を行うために、まず、画像中の点（Ｉ，Ｊ）の高度情報が”０”か否かを判定する
（ステップ５０７）。
【００４８】
点（Ｉ，Ｊ）の高度情報が”０”の場合には、その点での陰影は発生しないとして次の画
素の処理に移るためにステップ５１１に進み、変数Ｊの値に１を加え、ステップ５０６に
戻る。
【００４９】
点（Ｉ，Ｊ）の高度情報が”０”でない場合には、変数Ｈに点（Ｉ，Ｊ）の高度情報を設
定し（ステップ５０８）、このＨの高さにより生じる陰影の長さを求めるため、変数Ｌに
Ｈ・ｃｏｔθ２の値を設定する（ステップ５０９）。
【００５０】
次に、点（Ｉ，Ｊ）から太陽と反対方向（反θ１方向）で距離が変数Ｌの値よりも小さい
画素に対し、陰影が発生するとして陰影マーク付けを行う（ステップ５１０）。
【００５１】
その後、変数Ｊの値に１を加え（ステップ５１１）、ステップ５０６に戻り、次の画素の
処理に移る。
【００５２】
この陰影情報算出処理（ステップ２０３）により、原画像から抽出した高度情報に基づく
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、新画像撮影時の陰影の発生状況の予測を算出することができる。
【００５３】
図８は、その算出された新画像における陰影の発生状況の予測を示した図である。図８に
示す建物１、２、３の陰影が発生位置が図４に示したものと違っていることがわかる。
【００５４】
図９は、差分情報抽出処理（ステップ２０４）の処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【００５５】
差分情報抽出処理（ステップ２０４）は、上述した図８の陰影の発生状況を用いて原画像
と新画像の差分情報の算出を行い、原画像と新画像の対応画素の画素値の差の絶対値を求
め、陰影部分の差分抽出を抑止する処理であり、図９に示すように、まず、差分情報を記
録する差分情報記録部１０４の画像の各画素に対応する差分情報記録エリアの値を全て０
クリアし（ステップ６０１）、変数Ｉの値に１を設定する（ステップ６０２）。
【００５６】
そして、変数Ｉの値が画像の横幅よりも大きければ処理を終える（ステップ６０３）。
【００５７】
変数Ｉの値が画像の横幅よりも小さい場合には、変数Ｉの値で指定される画像の列に対し
て処理を行うために変数Ｊに値１を設定する（ステップ６０４）。
【００５８】
変数Ｊの値と画像の高さを比較し、変数Ｊの値が大きければ、その列に対する処理は終わ
ったものとして、ステップ６０９に進み、変数Ｉの値に１を加え次の列の処理に移り、変
数Ｊの値が小さければ、次の処理を行う（ステップ６０５）。
【００５９】
点（Ｉ，Ｊ）が先のステップ２０１の陰影抽出処理でマーク付けされた陰影部分か原画像
上で抽出された陰影部のどちらかに含まれている場合には、原画像もしくは新画像の点（
Ｉ，Ｊ）の画素が陰影部分であるために差分抽出は行わずにステップ６０８に進み、次の
画素の処理に移る（ステップ６０６）。具体的には、図４と図８に示した陰影部分に対し
ては差分を取る処理を行わないことになる。
【００６０】
点（Ｉ，Ｊ）が陰影部分に含まれていない場合には、原画像と新画像の点（Ｉ，Ｊ）の画
素の値の差の絶対値を差分情報記録部１０４に記録する（ステップ６０７）。具体的には
、図４にはなかった図８に示す建物４に対してのみ差分情報が記録されることになる。
【００６１】
次に、変数Ｊの値に１を加えて、ステップ６０５に戻り、次の画素の処理に移る（ステッ
プ６０８）。
【００６２】
図１０は、抽出結果表示処理（ステップ２０５）を説明するためのフローチャートである
。
【００６３】
抽出結果表示処理（ステップ２０５）は、差分情報記録部１０４に記録された差分情報を
表示装置１１２に表示する処理であり、図１０に示すように、まず、利用者は差分情報の
表示パラメータをコマンドとして入力装置１１１により入力する（ステップ７０１）。こ
のパラメータの一例としては、一定画素数以下の差分領域の無視を行う閾値や差分情報記
録部１０４に記録されている各ポイントの画素の濃度の差分の絶対値が一定の閾値以下の
場合に表示しないなどの機能を有する。
【００６４】
このコマンド入力で処理の終了が指定されている場合には処理を終える（ステップ７０２
）。
【００６５】
処理の終了でない場合には、入力されたコマンドに対応する画像処理を差分画像に対して
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施す（ステップ７０３）。
【００６６】
そして、その結果を表示装置１１２に表示し、その画像の表示後、ステップ７０１に進み
、再度ユーザに各種表示パラメータの修正を行うコマンド入力を求め処理を繰り返す（ス
テップ７０４）。
【００６７】
したがって、説明してきたように、原画像の陰影部分を抽出し、この原画像から抽出され
た陰影情報を利用して原画像の各ポイントの高度情報を抽出し、この原画像の高度情報か
ら新画像撮影時に発生する陰影情報を算出し、新画像と原画像の各ポイントの差分情報を
抽出して表示することにより、新画像及び原画像の陰影部分は差分の対象とはならないた
め、陰影部分が差分として抽出されることを防止でき、差分情報の抽出を高精度に行うこ
とができる。
【００６８】
このため、異なる日時に撮影した航空写真や衛星写真などの画像を比較して道路、建物な
ど土地の利用形態や建物、道路の状況の時間的変化を把握するに当たり、陰影の影響によ
る誤った変化の抽出を防止することが可能になる。
【００６９】
このように、本発明の画像情報解析装置では、航空写真や衛星写真などの画像を比較して
差分を取るに当たり、本実施形態で取り挙げた陰影のように、撮影日時の違い等の撮影条
件の差異によって生じた差分対象とならないものを取り除くことにより、差分情報の抽出
を高精度に行うことができ、時間的変化の把握を高精度で行うことができる。
【００７０】
また、本実施形態の画像情報解析装置を構成する各部１００～１０９は、コンピュータで
実行可能なプログラムで実現される場合もあり、そのときのプログラムは、フロッピーデ
ィスク、ＣＤ・ＲＯＭ、マスクＲＯＭ等の記憶媒体で一般ユーザに提供される。この場合
、さらに、これら処理の他にＧＵＩプログラム等の他のプログラムと組み合わせてユーザ
に提供することもある。
【００７１】
さらに、上述した記憶媒体で提供する代替手段として、インタネット等のネットワークを
通じて有償で提供することもある。
【００７２】
以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種
々変更可能であることは勿論である。
【００７３】
【発明の効果】
本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれ
ば、下記のとおりである。
【００７４】
異なる日時で撮影された同一地点の航空写真や衛星写真等の画像の差分抽出を高精度で行
うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態にかかる画像情報解析装置の構成を説明するためのブロック図
である。
【図２】画像情報解析装置の処理を説明するためのフローチャートである。
【図３】陰影部分抽出処理（ステップ２０１）を説明するためのフローチャートである。
【図４】ステップ３０８における原画像の表示例を示した図である。
【図５】高度情報抽出処理（ステップ２０２）を説明するためのフローチャートである。
【図６】陰影から高度情報を推測するステップを説明するための図である。
【図７】陰影情報算出処理（ステップ２０３）を説明するためのフローチャートである。
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【図８】算出された新画像における陰影の発生状況の予測を示した図である。
【図９】差分情報抽出処理（ステップ２０４）の処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１０】抽出結果表示処理（ステップ２０５）を説明するためのフローチャートである
。
【符号の説明】
１００…画像情報記録部、１０１…画像階調補正部、１０２…陰影部分抽出部、１０３…
差分情報抽出部、１０４…差分情報記録部、１０５…表示制御部、１０６…高度情報抽出
部、１０７…高度情報記録部、１０８…陰影情報算出部、１０９…陰影情報記録部、１１
１…入力装置、１１２…表示装置。 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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